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不当景品類及び不当表示防止法

うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止

商品、容器、包装による広告をはじめ、チラシ、パンフレット、ポスター、看板、セールストーク等、

顧客を誘引するための手段として、事業者が一般消費者に対して商品やサービスを販売するために行う

広告や表示が対象となります。

１ 優良誤認について

【法律第５条第１項第１号】商品又は役務の品質、規格その他の内容についての不当表示

①内容について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示

②内容について、事実に相違して競争事業者に係るものより著しく優良であると一般消費者に示す表示

例えば≫≫≫

・水飴を混入したはちみつに「天然はちみつ」と表示

・合成、天然を問わず食品添加物を使用した食品に「無添加」と表示

・機械打ちの麺に「手打ち」と表示

２ 有利誤認について

【法律第５条第１項第２号】商品又は役務の価格その他の取引条件についての不当表示

①取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される

表示

②取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に

誤認される表示

例えば≫≫≫

・周辺の価格調査をせず根拠なく、折り込みチラシ等で、

「地域一番の安い店」と表示

・他社と同程度の内容量であるのに、「他社商品の２倍の内容量」と表示

他にも・・・

通常の販売価格が6,000円程度のものを5,000円で販売するときに、

「通常10,000円の品 5,000円で提供」と表示＝不当な二重価格表示

３ 誤認されるおそれのある表示

商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認
されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示

【現在指定されているもの】※食品表示関係

原材料に果汁又は果肉が使用されていない（また、原材料に僅少な量(5%未満)の果汁等が使用されて

いる）清涼飲料水等について、原材料に果汁等が全く使用されていない旨が明りょうに記載されること

なく行われる表示

国内（または外国）で生産された商品についての表示で、その商品が原産国で生産されたことを一般消

費者が判別することが困難であると認められるもの

①無果汁の清涼飲料水等についての表示

②商品の原産国に関する不当な表示

（景品表示法）

【法律第５条第１項第３号】
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優良誤認表示・有利誤認表示に関する直罰規定が新設されました。
故意に優良誤認表示・有利誤認表示を行う行為は罰則（100万円以下の罰金）の対象となります。

施行日：令和６年１０月１日
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